
令和９年度入学 支援を必要とする子どもの就学

川崎市教育委員会

川崎市総合教育センター

特別支援学級を考えている方

特別支援学級か通常の学級か迷っている方
B 



１．就学相談の申込

2.小学校の学校見学会  （５月～）

３．総合教育センターでの相談 → ４．行動観察の報告

５．小学校での個別の教育相談 → ６. 個別の教育相談の報告

7．就学先の決定

就学先決定までの大まかな流れ



申込は６月３０日（火）まで

電子申込をしてください。

• 川崎市総合教育センターのホームページから申し込んでください。
• 登録していただいたメールアドレスに申込完了のメールをお送りします。
メールを受信できなかった場合はご連絡ください。

• 相談場所はお住いの地域により、次の相談室になります。

１．就学相談の申込

川崎区・幸区・中原区 ： 塚越相談室 幸区塚越1-60 044-541-3633

高津区・宮前区・多摩区・麻生区 ： 溝口相談室  高津区溝口6-9-3 044-844-3700



申込は６月３0日（火）まで（消印有効）

電子申込が難しい場合は、郵送による申込をしてください。
• 「就学相談申込票B」、「プロフィール票」のコピー、返信用封筒（保護者
の氏名住所を記入、110円切手を貼付）を郵送してください。

• 住所により郵送先が違います。

川崎区・幸区・中原区 ： 塚越相談室 212-0024 幸区塚越1-60
高津区・宮前区・多摩区・麻生区 ： 溝口相談室 213-0001 高津区溝口6-9-3

１．就学相談の申込



就学相談申込票A

（返信用封筒）
110円切手
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B プロフィール票
コピー

チェック１ □ 就学相談申込票B
チェック２ □ プロフィール票のコピー
チェック３ □ 返信用封筒（110円切手貼付）
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相談日の決定

• 平日午前９時から12時、午後1時から5時までです。
• 相談時間は40分間です。

• 2～3週間後に「相談日時のお知らせ」をメールで送信します。
※郵送による申込の場合は返信用封筒で連絡します。

• 相談日時の変更等がある場合は、相談担当に電話してください。
※メールでのご連絡にはお返しできません。

相談時間

午前 9:00～9:40、１０：００～10:40、１１：００～１１：４０

午後 1:00～1:40、2:00～2:40、３：００～３：４０、４：００～４：４０



2.小学校の学校見学会  （５月～）

• 通学区域（学区）の小学校の学校見学会に申込み、必ず参加してくださ
い。

• 学校見学会の日程は、川崎市総合教育センターのホームページを見て
ください。



• お子さんと保護者と一緒に来てください。
• 5分くらい前に来て、待合室で待ってください。
• 相談時間に、相談担当が待合室へ行きます。

当日の持ち物

• 療育手帳、身体障害者手帳などがある場合、そのコピー（カバーから外し、表

面を開いた状態のもの）

• 発達検査や医師の診察を受けている場合、発達検査の結果報告書や医師の

診断書、お薬手帳等のコピー。医療機関や療育機関に確認して来てください。

• 郵送での申込の場合、プロフィール票の原本（電子申込は不要）

３．総合教育センターでの相談



• 保護者は、相談担当と話します。
• これまでの成長の様子、家庭や幼稚園等での様子、就学にあたって心配
なことや希望などを教えてください。

• 病院や療育センターでの診断、発達検査の結果などを教えてください。
• どのような支援が必要か、どのような教育環境が合っているか相談します。

保護者面談…お子さんと別の部屋です

• お子さんは、個別でご様子を確認します。子ども担当と一緒に、簡単な課
題や遊びをします。発達検査ではありません。

お子さんの活動…保護者と別の部屋です



• 2～4週間後、相談担当から保護者に電話します。お子さんの活動の様子
と必要な支援を聞いてください。

※保護者が相談室に来て、報告を聞くこともできます。
※書面での報告はありません。
※必要に応じて、担当が医療機関、療育センターや幼稚園・保育園等と情報
交換をしたり、各学校と連絡を取ったりすることがあります。

４．お子さんの活動の報告



５．小学校での個別の教育相談

• 保護者が小学校の支援教育コーディネーターに電話して、日時を決めて
ください。

• お子さんも一緒に行って、校長と支援教育コーディネーターと面談してく
ださい。

 プロフィール票を使って、お子さんの状況、幼稚園、保育園、療育センター
等での支援を伝えてください。

 総合教育センターでの相談の様子を伝えてください。
 小学校での支援体制について聞いてください。
 お子さんに必要な支援、学びの場（特別支援学級・通常の学級等）につ
いて相談してください。



６. 個別の教育相談の報告
小学校での個別の教育相談後、相談担当に電話してください。

特別支援学級

• 川崎市教育委員会の総合的な判断を、小学校の校長へ通知します。
• １月に、保護者に「入学指定校通知書」が届きます。特別支援学級へ入級
する通知はありません。

• 入学に向けて、必要に応じて小学校と相談しましょう。

通常の学級

7．就学先の決定



• 手帳の更新、発達検査の実施、医師の診断、服薬の変更などがあった場合、
総合教育センターの相談担当に連絡してください。

• 就学先が決定した後、入学までにこれからの支援や学校との連携などにつ
いて心配な場合は、総合教育センターで相談できます。

• 入学後は、まず学校と相談し、学校を通して相談を申し込んでください。

• 就学時に決定した「学びの場」は、固定したものではありません。
• お子さんの発達の程度、適応の状況等を考えて、特別支援学級から通常
の学級等へ学びの場の変更を検討する場合は、まず学校と相談してくださ
い。

総合教育センターでの相談後



学校

総合教育センター
幼稚園・保育園
療育センター

学校見学会
「個別の教育相談」

就学相談
担任やケース
ワーカーと面談

子どもの可能性を
最も伸長する教育
が行われるように

子どもと保護者
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